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新たな医療連携体系図（案） 

 

第２章第５節 精神保健医療対策 

 

【予防・アクセス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【体系図の説明】 

① 一般診療所の医師（かかりつけ医）は、来院した患者にうつ病等の精神疾患が疑われる（診

断した）場合は、ＧＰネット（一般医・精神科医が連携し患者を紹介するシステム）の利用等

により、精神科医療機関を紹介します。 

② 市町村及び保健所は、患者本人や家族等からの精神保健に関する相談を行います。また、必

要があれば医療機関についての情報を提供します。 

③ 精神保健福祉センターは、アルコール依存や薬物依存等の専門相談を行います。 
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【治療・回復・社会復帰】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【体系図の説明】 

① 精神科医療機関は、患者の容態に応じて適切な治療を行います。 

また、地域で生活する精神障害者の再入院等を防ぐため、アウトリーチ（訪問診療、訪問看

護）を行います。 

② 精神科デイ・ケアでは、患者の社会復帰に向けた訓練等を行います。 

③ 保健所は、地域で生活する精神障害者の症状の重症化予防のため、訪問指導を行います。 
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【精神科救急】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【体系図の説明】 

 休日・夜間の精神科救急体制については、県内を３ブロックに分け、各ブロックごとの輪番制に

よる当番病院と後方支援基幹病院で対応をします。 

① 各ブロックの輪番制の当番病院は、空床ベッドを１床確保し、入院の必要がある患者を受け

入れます。 

また、ブロック内で２人目の入院が必要な患者が発生した場合は、ブロック内の後方支援基

幹病院に患者を移送します。 

さらに、後方支援基幹病院が確保している病床を超えて、入院の必要がある患者が発生した

場合は、城山病院に患者を移送します。 

② ブロック後方支援基幹病院は、当番病院から移送された救急患者を受け入れます。 

③ 城山病院は、各ブロックにおいて当番病院及び後方支援基幹病院が確保している病床を超え

て、入院が必要な患者が発生した場合に受け入れます。 

 

 

 

 

 

 

県 民
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第２章第８節 感染症・結核対策 

 １ 感染症対策 

 

 

【体系図の説明】 

 ○ 検疫所では、検疫法に基づき診察が行われ、患者であることが確認された場合には、同法に

基づき、患者に対して隔離等の措置（入院）が行われます。 

   なお、二類感染症にあって、検疫法に基づく診察の対象となるものは、鳥インフルエンザ

（H5N1）のみです。 

 ○ 感染症法では、新感染症にかかっている者、一類感染症の患者、二類感染症の患者又は無症

状病原体保有者を診断したときは、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出

なければならないとされています。 

 ○ 感染症法に基づき、医師に届け出の義務がある感染症については、厚生労働省が届出基準を

設けており、その中で診断の根拠となる内容を定めています。 

   なお、新感染症については、現時点では未知の感染症ですので、発生した場合に WHO が定め

る症例定義に基づき、厚生労働省が新たに届出基準を設けることになります。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新感染症・一類感染症・二類感染症（結核を除く）患者に対する医療体系図 

海外からの帰国者で 

新感染症・一類感染症・

二類感染症が疑われる 

症状のある方 

県  民 

検 疫 所 

一般医療機関 

※新感染症・一類感染症・二類感染症が

疑われる症状のある方 

 

※検査結果に基づく診断がされるまで

の間、必要に応じて入院治療又は必要

な治療を行いながら経過観察 

申告 
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※検体の運搬 
県 
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連
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国立感染症研究所 

※必要に応じ検査実施 

検査用 
検 体 

検査結果

新感染症 一類感染症 二類感染症 その他感染症

 
第二種感染症指定医療機関(10) 

                          名古屋(1)、海部(1)、尾張東部(1)、尾張西部(1)、尾張北部(1) 

                 知多半島(1)、西三河北部(1)、西三河南部東(1)、西三河南部西(1)

東三河北部・南部(1) 

 
第一種感染症指定医療機関（1) 

              （名古屋第二赤十字病院） 

特定感染症指定医療機関
 全国 3施設（県内なし） 

 ※県内1施設指定に向け調整中

入   院 
※検疫所で診断された場合は検疫所が、その他の場合は保健所（又は委託業者）が搬送 

各 感 染 症 の 診 断 基 準 （ 届 出 基 準 ） に 基 づ き 診 断  

通 報 

一般医療機関 
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第２章第８節 感染症・結核対策 

 ２ エイズ対策 

 

 

【体系図の説明】 

○ 県内の全ての保健所において、無料・匿名による HIV 抗体検査が行われています。 

 ○ ブロック拠点病院には、HIV 診療に係る専門外来が設置されています。 

 ○ 中核拠点病院の役割として、県内の拠点病院等の医療従事者等に対する各種研修が実施され、

エイズ診療にあたる人材の育成が図られています。 

 

 

 

 

 

エ
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ズ
治
療
拠
点
病
院

県 民

一般医療機関

（HIV感染者・エイズ患者）

紹介（HIV感染者）

（13）

国立国際医療センターエイズ治療・研

究開発センター（ACC）

受診 HIV抗体検査

支援

名古屋（8） 西三河北部（2）

海部（2） 西三河南部東（1）

尾張東部（1） 西三河南部西（3）

尾張西部（4） 東三河北部（1）

尾張北部（3） 東三河南部（5）

知多半島（5）

エイズ治療協力医療機関（35）

東海ブロック拠点病院

（（国）名古屋医療センター）

連携

保健所

その他の拠点病院

名古屋（5）

尾張東部（2）

尾張北部（1）

西三河南部東（1）

西三河南部西（1）

東三河南部（1）

支援・連携

中核拠点病院

（国）名古屋医療センター

名大附属病院

支援・連携

HIV感染者・エイズ患者に対する医療体系図

紹介
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第２章第８節 感染症・結核対策 

 ３ 結核対策 

 

【体系図の説明】 

 ○ 感染症法では、結核に係る定期の健康診断について、それを行う者、その対象者を規定して

おり、対象者は健康診断を受けなければならないとしています。 

 ○ 勧告入院の対象となる結核患者は、「まん延を防止するため必要があると認めるとき」とさ

れており、具体的には呼吸器等に症状があり、喀痰塗抹検査の結果が陽性であるときなどとさ

れています。 

 ○ 高度専門施設は、外科治療等の結核の高度専門医療を担うことができる施設であり、中核的

な病院でも治療が困難な患者を受け入れ、また、他の病院に対する技術的な支援を行うなど地

域医療連携体制の支援を行います。 

 ○ 東海市知多市新病院は、平成 27 年度に開院が予定されており、この新病院にはモデル病床

10 床の整備が計画されています。 

 ○ 結核指定医療機関は、結核患者の通院医療を担当するものであり、感染症法に基づき、都道

府県知事等が指定します。なお、この指定を受けなければ公費負担医療を担当することができ

ません。 
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高度専門施設（外科治療、多剤耐性対応等）

 ・結核予防会 複十字病院 
  ・（国）近畿中央胸部疾患センター 
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専門施設ネットワーク 

県  民 

結核患者に対する医療体系図 

技
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(

相
談
）

◆合併症治療を担うモデル病床 
 ・第二赤十字病院（一般病床） 
 ・旭労災病院（一般病床） 
 ・東海市知多市新病院（一般病床）

 ・厚生連豊田厚生病院（一般病床）

 ・(国)東尾張病院（精神病床） 
 ・南知多病院（精神病床） 

◆結核病床を有する病院 

 ・大同病院 
 ・公立陶生病院 
 ・一宮市民病院 
 ・県がんセンター愛知病院 
 ・豊橋市民病院 
・豊川市民病院

地 域 の 基 幹 病 院

医 療 機 関 

受診 

受診
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第２章第８節 感染症・結核対策 

 ４ 新型インフルエンザ対策 

 

 

【体系図の説明】 

 ○ 県内発生早期とは、県内で患者が発生し、その患者の接触歴が疫学調査で追うことができる

状態をいいます。なお、患者数が増えることにより、患者の接触歴が疫学調査で追うことがで

きなくなった段階で県内感染期に移行します。 

 ○ 検疫所では、検疫法に基づき診察が行われ、患者であることが確認された場合には、同法に

基づき、患者に対して隔離等の措置（入院）が行われます。 

 ○ 帰国者・接触者相談センターは、海外で新型インフルエンザが発生した段階（海外発生期）

で各保健所等に設置し、有症者のトリアージを行います。 

 ○ 帰国者・接触者外来も海外発生期において設置し、患者受診に対応します。 

 ○ 患者の発生初期においては、感染症指定医療機関に入院を勧告し、感染症指定医療機関で対

応できなくなった段階で、入院対応医療機関への入院勧告を行います。 

 

 

 

 

 

 
発生国からの帰国者

で発熱・呼吸器症状等

患者又は濃厚接触者 

発生国に渡航歴のある、又は新型

インフルエンザ患者の濃厚接触者

である発熱・呼吸器症状等患者 

一般医療機関 

帰国者・接触者外来 

128 医療機関、各医療圏に配置 

感染症指定医療機関 

11 医療機関、各医療圏に設置 

入院対応医療機関 

47 医療機関、各医療圏に設置 

帰国者・接触者相談センター

(各保健所・健康対策課) 

検疫所 

新型インフルエンザ 

患者 

症例定義を 

満たす者 

症例定義を満

たさない者 

入院医療機関 

相談 

紹介 

新型インフルエンザ患者に対する医療体系図（県内発生早期まで） 

新型インフルエンザ

患者 

検疫所が搬送 

必要に応じ、保健所が搬送 

診断基準（届出基準）
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第５章第１節 周産期医療対策 

【体系図の説明】 

① 妊婦は、通常、地域の診療所や病院（地域周産期医療施設）または助産所で出産します。 

② 地域周産期母子医療センターでは、ハイリスク分娩等の重篤患者に対し、周産期に係る比較

的高度な医療を提供します。 

③ 総合周産期母子医療センターでは、合併症妊娠（重症妊娠高血圧症候群、切迫早産等）、胎

児・新生児異常（超低出生体重児、先天異常児等）等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に

対する医療、高度な新生児医療等の周産期医療や、産科合併症以外の合併症（脳血管障害、心

疾患、敗血症、外傷等）を有する母体への医療など、最重篤患者に対し医療を提供します。 

④ 診療報酬加算対象の NICU を備えた病院は、低出生体重児に対する高度な新生児医療を提供

します。 

⑤ 県あいち小児医療センターは、平成 28 年に新生児・母子部門に NICU・GCU を整備し、胎児

を含む新生児の最重篤患者に対し医療を提供します。 

⑥ 県コロニー中央病院は、NICU 等を退院した障害児等のレスパイト入院の受け入れ、在宅の

障害児等の療育の支援をしています。療育医療総合センター（仮称）への改築整備後は、在宅

での呼吸管理等家族とともに生活していく上で必要な知識・技術を取得するための訓練や指導

を行う在宅移行支援病床を整え、NICU 長期入院児の在宅移行の支援を行います。 

⑦ 大学病院では、多くの診療科にわたる高度で専門的な医療を提供します。また、周産期医療

に携わる人材を育成します。 

⑧ 県民（妊婦等）は、緊急事態が生じた場合には、消防機関に連絡します。 

消防機関は、妊婦の状態に応じて地域周産期母子医療センターなどに迅速に連絡し、搬送し

ます。 

⑨ 救急医療情報センターでは、インターネットや電話を通じ、消防機関や県民に対して受診可

能な医療機関を案内します。 

県 民

情報提供

情報提供

⑧消防機関

救急搬送の

要請（２４時間）

⑨ 救急医療

情報センター

救急医療機関の

情報提供（２４時間）

【凡例】

母体

新生児

③ 総合周産期母子医療センター（全県単位で地域バランスを考慮して整備） ⑤ 県あいち小児医療センター

（備考） 周産期医療体制を円滑かつ迅速に機能させるため、周産期医療情報システムを運用しています。

② 地域周産期母子医療センター（医療圏単位で整備）

ハイリスク分娩等重篤な場合

最重篤な場合
新生児（胎児）の最重篤な場合

④ NICU設置病院

低出生体重児の場合

・ 地域周産期医療施設（診療所・病院の産婦人科）

・ 助産所

①

正常分娩及び軽度の異常分娩の場合

⑦ 大学病院

多くの診療科による

高度・専門医療を必

要とする場合

⑥ 県コロニー中央病院

在宅移行の支援を

必要とする場合
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第６章第２節 小児救急医療対策 

 

 

【体系図の説明】 

① 小児救急電話相談事業とは、小児の保護者の安心感の向上を図るため、かかりつけの小児科

医等が診療していない夜間（19 時～23 時）に、看護師や小児科医による保護者向けの救急電

話相談を行うものです。 

② 休日・夜間の時間外救急は、休日夜間診療所が担当します。 

③ 病院群輪番制に参加する病院は、原則として 2次医療圏域の休日・夜間の救急患者を受け入

れますが、時間外外来に多くの小児の軽症患者が集中しています。 

④ 地域の小児基幹病院には、救命救急センター、小児救急医療支援事業に参加する病院及び小

児医療を 24 時間体制で提供する病院（診療報酬により小児入院管理料 1 又は 2 の評価を受け

ている病院）が該当します。 

地域の小児基幹病院は、原則として 2次医療圏域の小児の重篤な救急患者を受け入れます。 

小児救急医療支援事業は、県内 2か所の医療圏で実施しています。 

⑤ 県の小児救急中核病院には、小児救命救急センターが該当します。また、県の要請により

PICU を設置している病院は、小児救命救急センターの役割の一部を補完します。 

県の小児救急中核病院は、全県レベルで小児の重篤な救急患者を受け入れます。 

県あいち小児医療センターは、平成 27 年の PICU16 床を有する救急棟の整備後に、県内唯一

の小児救命救急センターとして運用が開始されます。 

⑥ 救急搬送の要請を受けた消防機関は、地域の小児基幹病院に連絡し、迅速に搬送します。 

⑦ 愛知県救急医療情報センターでは、インターネットや電話を通じ、消防機関や県民に対して

受診可能な医療機関を案内します。 

＜地域の小児基幹病院＞

＜県の小児救急中核病院＞

PICU設置病院
PICU設置病院

県 民

① 小児救急電話相談事業

小児医療を24時間体制で提供する病院

小児救命救急センター

小児救急に関する電話相談（夜間）

情報提供

時間外救急（休日・夜間）

【一般】病院群輪番制参加病院【一般】休日夜間診療所② ③

⑤

⑥⑦ 情報提供

小児の救命救急医療（２次医療圏単位）

【一般】救命救急センター 小児救急支援事業参加病院

④

小児重篤患者の救命救急医療（全県単位）

PICU設置病院

救急医療情報センター 消防機関

救急搬送の要請救急医療機関の情報提供


